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◎兵庫県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則（公安委員会規則第９号） 

 災害対応等における警察用航空機の迅速かつ的確な運用のため、兵庫県警察の組織について所要の整備を行

うこととした。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第646号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出があ

った。 

  令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

北野土地改良区 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        高 松 俊 行      加古川市野口町北野539番地の１ 

あまじ区土地改良区 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        柴 田 文 德      神崎郡市川町奥89番地 

   監 事        吉 岡 敏 郎      同 郡同 町屋形421番地 
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 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

松山土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事         松ケ下 正 人      姫路市林田町松山814番地 

    同         嘉ノ海 敏 明      同 市林田町松山931番地 

    同         村 上 新 内      同 市林田町六九谷65番地２ 

    同         藤 井 俊 一      同 市林田町松山468番地 

    同         橋 本 一 良      同 市林田町松山657番地 

    同         松ケ下 貴 樹      同 市林田町松山844番地 

    同         松ケ下 芳 則      同 市林田町松山643番地 

    同         金 輪 勘 二      同 市林田町松山238番地 

    同         井 口   務      同 市林田町松山289番地 

    同         松 下 榮一郎      同 市林田町松山450番地 

   監 事        成 定 卓 見      同 市林田町松山454番地 

    同         松ケ下   学      同 市林田町松山834番地１ 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事         松ケ下 正 人      姫路市林田町松山814番地 

    同         嘉ノ海 敏 明      同 市林田町松山931番地 

    同         村 上 新 内      同 市林田町六九谷65番地２ 

    同         藤 井 俊 一      同 市林田町松山468番地 

    同         橋 本 一 良      同 市林田町松山657番地 

    同         松ケ下 貴 樹      同 市林田町松山844番地 

    同         松ケ下 芳 則      同 市林田町松山643番地 

    同         金 輪 勘 二      同 市林田町松山238番地 

    同         井 口   務      同 市林田町松山289番地 

    同         山 本   昇      同 市林田町六九谷56番地２ 

   監 事        成 定 卓 見      同 市林田町松山454番地 

    同         松ケ下   学      同 市林田町松山834番地１ 

 

兵庫県告示第648号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

中場池土地改良区 令和３年５月18日 

入ケ池郷土地改良区 同 

 

 

兵庫県告示第649号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量及び４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和３年６月１日から同年10月31日まで 

３ 作業地域 

市川町上牛尾地内 

 

兵庫県告示第650号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量、路線測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和３年５月10日から同年８月31日まで 

３ 作業地域 

養父市八鹿町高柳地内 

 

兵庫県告示第651号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和３年４月16日から同年７月31日まで 

３ 作業地域 

香美町香住区 

 

兵庫県告示第652号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和３年５月６日から同年６月30日まで 

３ 作業地域 

尼崎市崇徳院三丁目及び富松町一丁目地内 

 

兵庫県告示第653号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点の復旧測量（再設）） 

２ 作業期間 

令和３年５月17日から同年７月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市甲陽園山王町地内 

 

兵庫県告示第654号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点の復旧測量（再設）） 

２ 作業期間 

令和３年５月17日から同年７月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市段上町五丁目地内 

 

兵庫県告示第655号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（ＴＳ測量、平板測量、デジタルマッピング（地図情報レベル500及び地図情報レベル2500）） 

２ 作業期間 

令和３年４月14日から令和４年３月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市全域 

 

兵庫県告示第656号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和３年６月11日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和３年６月11日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和３年６月11日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

倭 文 五 色 線 

洲本市五色町広石北字正ガ町673番１から 

同 市五色町広石北字絞木970番２まで 

旧 
5.0から 

13.0まで 
252.0 

  

新 
7.0から 

16.0まで 
252.0 
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兵庫県告示第657号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

 令和３年６月11日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（令和年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第R02淡路位置

0012号 
3.5.27 洲本市大野字西久保204番１の一部 6.2 61.95 

 
 

公 告 

 

   旧住宅地造成事業に関する法律第12条第３項に基づく工事完了公告 

 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和39年法律第160号）第４条の規定による認可に係る次の住宅地造成事業

は、完了した。 

  令和３年６月11日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 施行地区又は工区に含まれる地域の名称 

  （１工区の７） 

小野市昭和町字壱町通458番321、458番345 

（２工区の９） 

小野市粟生町字大谷1506番94、1506番146、1506番147 

２ 認可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

岡山県津山市北園町８番地15 

キタノ産業株式会社 代表取締役 北 野 博 子 

３ 認可年月日及び認可番号 

令和３年３月16日 

兵庫県指令北播（事）第414－16号 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和３年６月11日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

赤穂市片浜町259番、260番 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

徳島県阿波市土成町成当784番地 

有限会社ヒューマンコンサルティング 取締役 岡 本 憲 明 

３ 許可年月日及び許可番号 

令和３年３月３日 

兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－34号（２赤穂） 

 

令和４年度兵庫県立森林大学校入学試験の実施 

 兵庫県立森林大学校管理規則（平成28年兵庫県規則第38号）第７条第２項の規定により、令和４年度兵庫県

立森林大学校入学試験を次のとおり実施する。 
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  令和３年６月11日 

兵庫県立森林大学校長 金 子 哲 朗  

１ 定員、募集方法等 

 (1) 定員 20名 

 (2) 募集方法 

  ア 第１回推薦入学試験（学校推薦）（募集人員は定員の半数程度） 

  イ 第２回推薦入学試験（自己推薦）（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  ウ 第２回推薦入学試験（事業体推薦）（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  エ 第１回一般入学試験（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  オ 第３回推薦入学試験（自己推薦）（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員に

達した場合は実施しないことがある。） 

カ 第３回推薦入学試験（事業体推薦）（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員

に達した場合は実施しないことがある。） 

  キ 第２回一般入学試験（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員に達した場合

は実施しないことがある。） 

 (3) 課程 

   森林林業専門課程  

２ 教育期間 

  ２箇年 

３ 入学試験 

 (1) 第１回推薦入学試験（学校推薦） 

  ア 試験日時 

    令和３年11月５日（金）午前９時50分から 

  イ 試験場所 

    宍粟市一宮町能倉772―1 

    兵庫県立森林大学校 

  ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

  エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の

人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 当該高等学校等の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 学業成績は、調査書の評価平均で3.0以上であること。 

ｃ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｄ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続 

   (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

   (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す
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る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

    ａ 入学願書 

    ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

    ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

    ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

    ｅ 調査書 

出身高等学校等の長が作成し、厳封したものであること。 

    ｆ 推薦書 

出身高等学校等の長の推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和３年10月４日（月）から同月25日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和３年10月25日（月）の消印まで有効

とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和３年11月12日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(2) 第２回推薦入学試験（自己推薦） 

ア 試験日時 

令和３年12月10日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

   (ｱ) 筆記試験（小論文） 

   (ｲ) 面接試験 

エ  受験資格 

  次の全ての条件を満たす人 

   (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人 

で、次のいずれかに該当する人 

    ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

    ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

    ａ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

    ｂ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人       

オ 受験手続 

   (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を
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同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

    ａ 入学願書 

    ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

    ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

    ｆ 推薦書 

      自己推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

     令和３年11月８日（月）から同月29日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は令和３年11月29日（月）の消印まで

有効とする。 

   (ｴ) 提出先 

    〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和３年12月17日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(3) 第２回推薦入学試験（事業体推薦） 

ア 試験日時 

令和３年12月10日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

    ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

    ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

    ａ 林業分野の事業体の長が責任をもって推薦できる人 
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    ｂ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

    ｃ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

    ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

    ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

    ｆ 推薦書 

林業分野の事業体の長の推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

     令和３年11月８日（月）から同月29日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和３年11月29日（月）の消印ま

で有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

    令和３年12月17日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(4) 第１回一般入学試験 

ア 試験日時 

令和３年12月10日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

   (ｱ) 筆記試験 

    ａ 小論文 

    ｂ 数学Ⅰ 
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 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人で、

次のいずれかに該当する人 

   (ｱ) 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

   (ｲ) 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

オ 受験手続      

   (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

    ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

 (ｳ) 提出期間 

令和３年11月８日（月）から同月29日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和３年11月29日（月）の消印ま

で有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和３年12月17日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

 (5) 第３回推薦入学試験（自己推薦） 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 

ア 試験日時 

令和４年３月15日（火）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 
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 (ｲ) 面接試験 

エ  受験資格 

  次の全ての条件を満たす人 

(ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人 

で、次のいずれかに該当する人 

    ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

    ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｂ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人  

オ 受験手続 

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

    ｆ 推薦書 

      自己推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

    令和４年２月16日（水）から同年３月９日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和４年３月９日（水）の消

印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

    令和４年３月22日（火）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(6) 第３回推薦入学試験（事業体推薦） 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 
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ア 試験日時 

令和４年３月15日（火）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 林業分野の事業体の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｃ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

    ｅ 調査書等 

      出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

    ｆ 推薦書 

林業分野の事業体の長の推薦書 

   (ｳ) 提出期間 

令和４年２月16日（水）から同年３月９日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和４年３月９日（水）の消

印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 
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令和４年３月22日（火）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(7) 第２回一般入学試験 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 

ア 試験日時 

令和４年３月15日（火）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

   (ｱ) 筆記試験 

    ａ 小論文 

    ｂ 数学Ⅰ 

   (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

   本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和４年４月１日現在）の人で、 

次のいずれかに該当する人 

 (ｱ) 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和４年３月卒業見込の人を含む。） 

(ｲ) 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、84円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

 (ｳ) 提出期間 

令和４年２月16日（水）から同年３月９日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、令和４年３月９日（水）の消

印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 
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カ 合格発表 

令和４年３月22日（火）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

  キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 
 

公 安 委 員 会 規 則 

 

 兵庫県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年６月11日  

                                   兵庫県公安委員会       

                                     委員長 大 内 ますみ  

兵庫県公安委員会規則第９号 

   兵庫県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 兵庫県警察の組織に関する規則（昭和52年兵庫県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第30条第４号中「、警察用船舶及び警察用航空機」を「及び警察用船舶」に改める。 

 第43条に次の１号を加える。 

 (4) 警察用航空機の運用に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 


